
 

 

 

 

 

 

◎環境指導課  
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（１）許可を要する施設 令和7年3月31日現在
　①営業施設数（旧食品衛生法に基づく許可を要する施設）

一般食堂・レストラン等 119 52 9 180
仕 出 し 屋 ･ 弁 当 屋 22 8 2 32
旅 館 5 8 1 14
自 動 販 売 機
移 動 販 売 車 5 5
露 天 営 業 7 5 2 14
臨 時 営 業
農 家 民 宿
そ の 他 36 12 1 49

小 計 194 85 15 294
一 般 5 1 6
自 動 販 売 機
移 動 販 売 車
露 天 営 業 5 1 1 7
臨 時 営 業

小 計 10 1 2 13
一 般 24 9 2 35
移 動 販 売 車 1 1
露 天 営 業 1 2 2 5
臨 時 営 業

小 計 26 11 4 41

一 般 9 9 2 20
移 動 販 売 車 1 1

小 計 10 9 2 21

5 1 6
1 1

1 1
5 5

一 般 13 4 1 18
自 動 販 売 機
移 動 販 売 車

小 計 13 4 1 18
2 2
1 1

1 1
1 1

1 1

1 4 5
14 2 1 17

一 般
自 動 販 売 機

小 計
284 117 27 428
461 210 46 717
611 295 59 965
756 365 77 1,198

1,227 627 121 1,975
1,255 653 123 2,031

令 和 3 年 度
令 和 2 年 度

平 成 31 （ 令 和 元 ） 年 度

１　食 品 衛 生 関 係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　町
　業　種

大 館 市 鹿角市 小坂町 管内計

喫茶店営業

菓子製造業
(パンを含む)

魚介類
販売業

食肉販売業

氷雪製造業

飲食店営業

そ う ざ い 製 造 業
添 加 物 製 造 業
清 涼 飲 料 水 製 造 業

計
令 和 5 年 度

ソ ー ス 類 製 造 業
酒 類 製 造 業
豆 腐 製 造 業
納 豆 製 造 業
め ん 類 製 造 業

令 和 4 年 度

乳 処 理 業
乳 製 品 製 造 業
集 乳 業

魚 介 類 せ り 売 営 業
魚 肉 ね り 製 品 製 造 業
食 品 冷 凍 冷 蔵 業
か ん 詰 び ん 詰 食 品 製 造 業
あ ん 類 製 造 業
ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業
食 肉 処 理 業

食 肉 製 品 製 造 業
乳 酸 菌 飲 料 製 造 業
食 用 油 脂 製 造 業
み そ 製 造 業
醤 油 製 造 業
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　②営業施設数（改正食品衛生法に基づく許可を要する施設）

一般 337 167 41 545
簡易 3 4 3 10

飲食店 自動車 25 4 2 31
営　業 臨時(20日未満)

臨時(3月未満)
臨時(その他) 31 19 1 51
農家民宿
小計 396 194 47 637

14 8 22
魚介類 一般 14 9 1 24
販売業 自動車 1 1

小計 15 9 1 25
魚介類競り売り営業 1 1
集乳業
乳処理業 1 1
特別牛乳搾取処理業
食肉 一般 13 10 1 24
処理業 自動車

小計 13 10 1 24
食品の放射線照射業
菓子製造業 51 32 3 86
アイスクリーム類製造業 1 1
乳製品製造業 1 1 2
清涼飲料水製造業 1 4 5
食肉製品製造業 1 1 2
水産製品製造業 1 2 3
氷雪製造業
液卵製造業 1 1
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業 2 3 5
酒類製造業 1 4 1 6
豆腐製造業 2 2 4
納豆製造業
麺類製造業 5 2 7
そうざい製造業 43 21 2 66
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業 7 2 9
複合型冷凍食品製造業 1 1
漬物製造業 27 18 2 47
密封包装食品製造業 11 5 1 17
食品の小分け業 2 2
添加物製造業 1 2 3

599 319 59 977
419 241 40 700
274 152 30 456
127 85 14 226

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　町
　業　種

大 館 市 鹿角市 小坂町 管内計

調理の機能を有する自動販売機
食肉販売業

計
令 和 5 年 度

令 和 3 年 度
令 和 4 年 度
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③営業許可申請処理状況等（旧食品衛生法に基づく許可を要する施設）

不許可 許可 廃業

新規 継続 新規 継続 処分件数 保留件数 件数

一 般 食 堂 ・ ﾚ ｽ ﾄ ﾗ ﾝ 等 27

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 9

旅 館 3

自 動 販 売 機

移 動 販 売 車 2

露 天 営 業 12

臨 時 営 業

農 家 民 宿

そ の 他 12

小 計 65

露 天 営 業 5

臨 時 営 業

上 記 以 外 2

小 計 7

露 天 営 業 6

臨 時 営 業

上 記 以 外 14

小 計 20

1

3

5

2

7

3

1

3

2

119

63

69

46 30 46 30 707

130 217 130 217 186

454 224 454 224 554

令 和 5 年 度

令 和 3 年 度

令 和 2 年 度

令 和 4 年 度

添 加 物 製 造 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

氷 雪 販 売 業

計

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳 類 販 売 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

平 成 31 （ 令 和 元 ） 年 度

申請書の受理件数 許可件数

乳 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

　　　　　　　　　　　　項　目
　業　種

喫
茶
店
営
業

菓
子
製
造
業

飲

食

店

営

業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

食 品 冷 凍 冷 蔵 業

か ん 詰 び ん 詰 食 品 製 造 業

あ ん 類 製 造 業
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④営業許可申請処理状況等（改正食品衛生法に基づく許可を要する施設）

不許可 許可 廃業

新規 継続 新規 継続 処分件数 保留件数 件数

一般 145 145 14

簡易 4 4 1

飲食店 自動車 13 13 2

営　業 臨時(20日未満) 134 134 134

臨時(3月未満) 3 3 3

臨時(その他) 24 24

農家民宿

小計 323 323 154

9 9 2

魚介類 一般 7 7 3

販売業 自動車 1 1

小計 8 8 3

魚介類競り売り営業

集乳業

乳処理業

特別牛乳搾取処理業

食肉 一般 5 5

処理業 自動車

小計 5 5

食品の放射線照射業

菓子製造業 22 22 1

アイスクリーム類製造業

乳製品製造業

清涼飲料水製造業 1

食肉製品製造業

水産製品製造業 1 1

氷雪製造業

液卵製造業

食用油脂製造業

みそ又はしょうゆ製造業 2 2

酒類製造業 1 1

豆腐製造業

納豆製造業

麺類製造業 2 2

そうざい製造業 24 24 1

複合型そうざい製造業

冷凍食品製造業 4 4 1

複合型冷凍食品製造業

漬物製造業 29 29

密封包装食品製造業 8 8

食品の小分け業 1 1

添加物製造業 1 1

440 440 163

395 395 151

348 348 117

248 248 22

令 和 5 年 度

令 和 3 年 度

　　　　　　　　　　　　項　目
　業　種

申請書の受理件数 許可件数

調理の機能を有する自動販売機

食肉販売業

計

令 和 4 年 度
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⑤監視指導及び措置状況（旧食品衛生法に基づく許可を要する施設）

監視指導 行　　政　　措　　置　　件　　数

延 件 数 営業禁停止 廃棄命令等 指示書 始末書･説諭

一般食堂･ﾚｽﾄﾗﾝ等 64

仕出し屋･弁 当屋 27

旅 館 13

自 動 販 売 機

移 動 販 売 車 6

露 天 営 業 15

臨 時 営 業

農 家 民 宿

そ の 他 21

小 計 146

一 般 2

自 動 販 売 機

移 動 販 売 車

露 天 営 業 2

臨 時 営 業

小 計 4

一 般 19

移 動 販 売 車

露 天 営 業 4

臨 時 営 業

小 計 23

一 般 16

移 動 販 売 車 1

小 計 17

5

3

1

一 般

自 動 販 売 機

移 動 販 売 車

小 計

10

一 般 25

自 動 販 売 機 1

移 動 販 売 車

小 計

3

2

16

1

2

一 般

自 動 販 売 機

小 計

計 259

473

445

621 3 2

939 8

1,103 1 1 6

令 和 4 年 度

令 和 3 年 度

令 和 2 年 度

平 成 31 （ 令 和 元 ） 年 度

  　　　　　　　　　　　　　区　分
　業　種

喫茶店営業

菓子製造業
(パンを含む)

魚介類
販売業

乳類販売業

食肉販売業

氷雪製造業

飲食店営業

そ う ざ い 製 造 業

添 加 物 製 造 業

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 販 売 業

令 和 5 年 度

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

み そ 製 造 業

醤 油 製 造 業

食 品 冷 凍 冷 蔵 業

か ん 詰 び ん 詰 食 品 製 造 業

あ ん 類 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

食 肉 処 理 業

乳 処 理 業

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

魚 介 類 せ り 売 り 営 業

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業
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⑥監視指導及び措置状況（改正食品衛生法に基づく許可を要する施設）

監視指導 行　　政　　措　　置　　件　　数

延 件 数 営業禁停止 廃棄命令等 指示書 始末書･説諭

一般 242 1 2 1

簡易 4

飲食店 自動車 76

営　業 仮設 242

農家民宿
小計 564

19

魚介類 一般 22

販売業 自動車
小計 22

魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業 2

特別牛乳搾取処理業
食肉 一般 10

処理業 自動車
小計 10

食品の放射線照射業
菓子製造業 42 1

アイスクリーム類製造業
乳製品製造業 4

清涼飲料水製造業 4

食肉製品製造業 5

水産製品製造業 3

氷雪製造業
液卵製造業 1

食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業 5

酒類製造業 2

豆腐製造業 2

納豆製造業
麺類製造業 6

そうざい製造業 36

複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業 9

複合型冷凍食品製造業 2

漬物製造業 37

密封包装食品製造業 13

食品の小分け業 1

添加物製造業 5

計 794 1 2 2

535

249

92

調理の機能を有する自動販売機
食肉販売業

令和5年度

令和3年度

  　　　　　　　　　　　　　区　分
　業　種

令和4年度
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（２）届出を要する食品関係営業施設

監視指導 行　　政　　措　　置　　件　　数

延 件 数
営　業
禁停止

改善命令 指示書
始末書
・説諭

魚介類販売業(包装) 60 16

食肉販売業(包装) 136 21

乳類販売業 312 11

氷雪販売業 5

コップ式自動販売機(自動洗
浄・屋内設置) 61 1

弁当販売業 2 1

野菜果物販売業 22 23

米穀類販売業 3 1

通信・訪問販売業 2

コンビニエンスストア 34 10

百貨店、総合スーパー 18 34

自動販売機による販売業(コッ
プ式除く) 32

その他の食料・飲料販売業 84 30

添加物製造・加工業(規格なし)

健康食品の製造・加工業

コーヒー製造・加工業 7

農産保存食料品製造・加工業 42 3

調味料製造・加工業 3 1

糖類製造・加工業

精穀・製粉業 4

製茶業 8

海藻製造・加工業

卵選別包装業 2

その他の食料品製造・加工業 140 10

行商 3

集団給食施設 102 19

器具・容器包装の製造・加工業
(合成樹脂使用のみ) 2

模擬店

その他 11

1,095 181

1,008 137

952 131

745 200

（３）監視指導実施状況

令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度

1,405 1,417 1,421 1,424 1,975

1,053 1,008 694 713 939

0.75 0.71 0.49 0.50 0.48

1,095 1,008 952 745 1,989

181 137 131 200 686

0.17 0.14 0.14 0.27 0.34

2,500 2,425 2,373 2,169 3,964

1,234 1,145 825 913 1,625

0.49 0.47 0.35 0.42 0.41

１ 施 設 平 均 監 視 回 数

計

令和5年度

令和3年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度
　項　目

施 設 数

令和4年度

施 設 数

監 視 指 導 件 数

１ 施 設 平 均 監 視 回 数

                                  　　　　　 区　分

　業　種
施設数

旧法許可業種

上記以外のもの
(改正法による改
正後の法第68条
第3項において準
用されるものを含
む。)

許
可
を
要
す

る
営
業

届
出
を
要
す

る
営
業

計

販売業

製造・加工業

監 視 指 導 件 数

１ 施 設 平 均 監 視 回 数

施 設 数

監 視 指 導 件 数
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（４）食品及び添加物等収去検査実施状況 

  ①収去検査（細菌・理化学）(検体数重複あり)

細 菌 学 検 査

理 化 学 検 査

計

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

  ②収去検査（細菌・理化学）内訳

魚 介 類

冷 凍 食 品

魚 介 類 加 工 品

(かん詰・びん詰を除く) 

肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品

(かん詰・びん詰を除く)

牛 乳

そ の 他 の 乳

( 成 分 調 整 牛 乳 )

乳 製 品

アイスクリーム類・氷菓

穀 類 及 び そ の 加 工 品

(かん詰・びん詰を除く)

野菜類・果物及びその加工品

（かん詰・びん詰を除く)

菓 子 類

清 涼 飲 料 水

か ん 詰 ・ び ん 詰 食 品

そ の 他 の 食 品

食 品 添 加 物

計

令 和 ５ 年 度

令 和 ４ 年 度

令 和 ３ 年 度

令 和 ２ 年 度

　③収去検査（残留農薬等）

県外産（鶏肉、ほうれん草、ブロッコリー、チンゲン菜） 計 4検体　(検査項目数 919項目)

県内産（トマト、ブドウ、玄米） 計 3検体　(検査項目数 928項目)

外国産（レモン） 計 1検体　(検査項目数 301項目)

※結果はすべて基準値以下。

　④放射性物質検査 　

県内産（山菜、たけのこ、きのこ） 計 3検体

※結果はすべて基準値以下。

9 46

3 7

2 8

9 31

          　　　　実施状況
 検査区分

    　　　　　　　　区　分

 食 品 別

検
体
数

検
査
件
数

不
適
件
数

規
格
基
準

指
導
基
準

そ
の
他

廃
棄
命
令

不　　適　　理　　由 措　　置　　状　　況

回
収
命
令

そ
の
他

51 114 1 51 114 1

48 115

34 114 1 1 1

35 115 1 1 1

41 144

42 148

43 153 1 1 1

6 15 1 1 1

3 11

3 9

4 10

2 12

2 4

1 48 115 1

70 144 70 144

63 148 63 148

62 153 1 62 153 1

20 61 20 61

42 92 1 42 92 1

県　内　産 県　外　産 合　　計

検体数 検査件数 不適件数 検体数 検査件数 不適件数 検体数 検査件数 不適件数
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（
５

）
食

品
・

食
品

添
加

物
等

の
現

場
検

査
実

施
状

況
及

び
違

反
食

品
等

発
見

届
出

状
況

令
令

令
令

和
和

和
和

5
4

3
2

年
年

年
年

度
度

度
度

1
1
8
0

4
0
5
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8
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7

3
5
5

5
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0

3
0
2
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7

1
8
2
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4

4
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2

4
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0
3

3
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1
4
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4
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8
2

8
3

5
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7

8
5

9
,2

5
1

6
,6

1
4

8
,0

7
8

6
,9

4
6

1
0
,1

1
5

食
品

衛
生

2
2

1
1

4

監
視

員
に

よ
る

発
見

2
1
1

4

県
内

消
費

1
2

1

者
か

ら
の

届
　

　
出

1
2

1

県
外

か
ら

1

の
 届

 出
1

1

2
2

1
1

5
3

2
2

1
1

5
3

1
1

1
1

成
分

規
格

1
1

製
造

基
準

保
存

基
準

条
添

加
物

使
用

基
準

そ
の

他

4

1
1

1
1

2
1

1
3

1

2
2

1
1

4

  
収

去
検

査
・
特

殊
検

査
・
食

中
毒

等
の

原
因

究
明

検
査

を
除

く
。

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

　
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

違
反

理
由

器 具 及 び

容 器 包 装

お も ち ゃ

総 数

菓 子 類

乳 及 び

乳 製 品

食 肉 製 品

魚 介 類 及 び

そ の 加 工 品

冷 凍 食 品

清 涼 飲 料 水

調 味 料

豆 腐 及 び

そ の 加 工 品

め ん 類

そ う ざ い 類

漬 物

告
発

件
数

始
末

書
等

徴
収

口
頭

説
諭

件
数

そ
の

他
の

措
置

件
数

(指
示

書
等

)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
食
　
品
　
等

　
区
　
分

合
計

行
政

処
分

内
容

行
政

処
分

以
外

1
9

条

2
0

条

そ
の

他

製
品

の
廃

棄
命

令
件

数

そ
の

他
必

要
な

措
置

件
数

県
内

産
計

県
外

産
計

6
条

1
0

条

食 品 添 加 物

調 理 パ ン

果 実 ・ 野 菜

そ の 加 工 品

食 肉

も ち

そ の 他 食 品

食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品

鯨 肉 製 品

弁 当 類

食
品

衛
生

監
視

員
に

よ
る

検
査

件
数

県
内

産

県
外

産

小
計

合
計

県
内

産

県
外

産

小
計

県
内

産

小
計
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（６）衛生教育実施状況

（７） 製菓衛生師試験等実施状況

※隔年で試験実施

（８）食品衛生自主管理活動実施状況（食品衛生協会活動）

　①食品衛生推進員による巡回指導

 ※（　）食品衛生推進員数

　②食品等の自主的衛生検査実施状況 ③腸内細菌検査

④食品衛生責任者講習会実施状況

5

730 530

鹿 角 84 445 450 90 470 471

計 147 152 120 106

大 館 92 93 75 52

鹿 角 55 59 45

令和６年度 0 0 0 0

令和２年度 33 785 27 518 6

0

267

製菓衛生師名簿登録者数

県実施分 県外実施分 計

　　　区分
 年度

受検者数 合格者数

令和６年度
までの累計

190 176 178 41 219

　　　　　区分
 年度

大 館 102
87 56

(26) (34)

令和6年度 令和5年度

目標人員 延べ人員 目標施設数 延べ施設数 目標人員 延べ人員 目標施設数 延べ施設数

54

鹿 角 50 49 45 69

計 150 179 125 177

4,691

養 成 実 務

目 標 受 講 者 数 目 標 受 講 者 数

大 館 100 130 80 108

　　　　　人数
 年度

6

計 413 361 417 400 計 4,239 4,412 4,281

2,737

鹿 角 157 223 158 237 鹿 角 1,611 1,825 1,623 1,954

大 館 256 138 259 163 大 館 2,628 2,587 2,658

(51) (60)

令和6年度 令和5年度 令和6年度 令和5年度

目標件数 実績件数 目標件数 実績件数 目標件数 実績件数 目標件数 実績件数

計 186 1,170 1,279 192 1,200 1,001

　　　　年度
 区分

　　　　  年度
 区分

116 128

(25) (26)

203 184

725 829 102

令和４年度 24 698 20 488 4 210

令和３年度 31 873 27 709 4 164

181

令和５年度 37 887 32 709 5 178

計 営業者対象 消費者等対象

研修会等の回数 出席者延人員 研修会等の回数 出席者延員 研修会等の回数 出席者延人員

　　　区分
 年度

令和６年度 38 1,062 32 881 6
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（９）食中毒の発生状況（原因施設が当所管内のもの） 令和7年3月31日現在

令和7 2月25日 大館市
127

（推定）
35

調理提供した食品
（推定）

ノロウイルス 飲食店 飲食店

令和3～6

きりたんぽ鍋

（ツキヨタケ（推定））

6月3日 鹿角市 1 1 山菜の炒め物
植物性自然毒
（イヌサフラン）

家庭 家庭

8月7日 鹿角市 87 54 調理提供した昼食 エシェリキア・アルバーティー 飲食店 飲食店

28～30

9月9日 大館市 2 2 キノコの煮付け
植物性自然毒

（クサウラベニタケ）
家庭 家庭

9月13日 大館市 1 1 キノコの吸い物
植物性自然毒

（クサウラベニタケ）
家庭 家庭

23～26

飲食店の

会席料理

家庭の食事 植物性自然毒

（きのこ鍋） （クサウラベニタケ）

21

家庭の食事 トリカブト植物毒

（山菜おひたし） （アコニチン）

家庭の食事 トリカブト植物毒

（山菜おひたし） （アコニチン）

飲食店の

会席料理

学校給食

（パン）

飲食店 飲食店

（旅館） （旅館）

家庭の食事

(そぼろ御飯)

家庭 家庭

（ 推定 ） （ 推定 ）

発　　生　　な　　し

黄色ブドウ球菌 家庭 家庭

9月2日 大館市 4 4 不　明 不　明

ノロウイルス 菓子製造 学校

12月18日 鹿角市 216

17

8月2日 大館市 3 3

59 旅館の食事 ノロウイルス

18

12月13日 大館市 1440 366

家庭 家庭

19

4月12日 大館市 3 3 家庭 家庭

12月22日 大館市 22 14 ノロウイルス 飲食店 飲食店

20 4月20日 大館市 2 2

ノロウイルス 飲食店 飲食店

10月5日 大館市 3 3 家庭 家庭

22

3月2日 大館市 4 3

31

27

6月22日 大館市 69

発　　生　　な　　し

発　　生　　な　　し

年 発生月日 発生場所
摂食
者数

患者数 原因食品 原因物質 原因施設 摂取場所

令和2 10月5日 鹿角市 5 1 植物性自然毒

発　　生　　な　　し

家庭 家庭

19 調理提供した料理 カンピロバクター・ジェジュニ 飲食店 飲食店
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令和７年３月３１日現在

大 館 市 － － － － － －

鹿 角 市 34 11 23 1 69

小 坂 町 12 3 4 2 21

計 46 14 0 27 3 90

5 計 45 13 28 3 89

4 計 45 14 28 3 90

3 計 47 13 28 3 91

2 計 50 12 28 3 93

（２）生活衛生関係営業施設監視件数

大 館 市 － － － － － －

鹿 角 市 28 3 9 40

小 坂 町 9 1 4 14

計 37 4 0 13 0 54

5 計 6 12 18

4 計 22 4 18 44

3 計 13 3 8 24

2 計 21 5 19 2 47

6

※　「－」表記は権限委譲済みの項目（大館市：平成１９年）

年 度 区 分

公

衆

浴

場

年 度 区 分

公

衆

浴

場

興

行

場

ホ

テ

ル

旅

館

簡

易

宿

所

下

宿

２　生 活 衛 生 関 係

（１）生活衛生関係営業施設数

旅 館 業

※　「－」表記は権限委譲済みの項目（大館市：平成１９年）

旅 館 業

計

計

興

行

場

ホ

テ

ル

旅

館

簡

易

宿

所

下

宿

6
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  （１)犬の登録及び狂犬病予防注射実施状況 令和７年３月３１日現在

集  合 個  別

大館市 2,471 152 5 183 73 574 1,127 1,701 2

鹿角市 1,140 78 6 111 29 521 299 820

小坂町 148 5 16 5 77 43 120 1

管内計 3,759 235 11 310 107 1,172 1,469 2,641 3

５年度 3,920 265 16 320 177 1,306 1,377 2,683 1

４年度 3,918 213 20 353 101 1,409 1,351 2,760 1

３年度 4,025 233 15 373 107 1,541 1,297 2,838

２年度 4,199 261 10 390 86 1,637 1,406 3,043 2

（２）犬の危害防止業務の実施状況及び犬に関する被害・苦情等の届出状況

3 5 10 7 10

3 2 1

3 2 5 5 18

9 7 15 14 29

5 3 9 6 9

4 4 6 8 20

9 7 15 14 29

13 17 16 17 32

5 1 1 4

4 3 4 6

4 3 5 6 15

26 24 21 28 57

3 4 7 9 20

1 2

1 2

4 4 8 13 20

1 3 5 3 5

1 1 1

1 1

2 2

2 4 7 5 8

32 32 36 46 85

抑留頭数

  　　　　　　　　　　　　　　　　年度別
　区分

６年度 ５年度

捕 獲

動愛法３５条第３項の拾得

防止業務実施状況

計

措置命令件数 

告　発　件　数 

野犬・放し飼い犬

係 留 の 方 法

実施状況
そ の 他

３　狂 犬 病 予 防 関 係

　　　 区 分

市町別

登録原簿
総数

登録頭数  再交付 死亡届 変更届 計 再交付

届 出 状 況    　　  予防注射実施状況        

注　射　頭　数

４年度 ３年度 ２年度

衛 生 上 の
苦 情

被害状況

所 有 権 放 棄

計

飼 い 主 返 還

セ ン タ ー 搬 送

脱 毛

そ の 他

鳴 き 声 等

そ の 他

計

脱 糞

悪 臭

犬に関する被害苦情等の届
出状況

農 地 等 の 被 害

そ の 他

　　　計     

 合　　　　　計 

計 

人 的 被 害

家 畜 等 の 被 害

一般苦情
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３
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男
女

男
女
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女
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た
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他
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5
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1
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2
1
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1
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1
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3
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3

2
3
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2
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3
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2
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4
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3
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※

「
咬

傷
事

故
発

生
場

所
」

欄
の

「
公

共
の

場
所

」
と
は
、
道
路
、
公
園
、
広
場
、
キ
ャ
ン
プ
場
、
海
水
浴
場
、
学
校
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を
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う

。
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け
る
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る
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者

の
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の
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の
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発
生
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傷
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故
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故
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発

生
時
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故
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の
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放
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２
年

度

被
害

者

計

５
年

度
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度

生
生

他

前
学

学
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（１）死亡獣畜取扱場等の施設数及び行政処分等 令和７年３月３１日現在

  　　 　区分

市町別 

大館市 4 2 1 3 1 1

鹿角市 3 1 1 1 1 2

小坂町 1 1 1

計 8 4 1 5 1 1 2 1 1

5年度 8 4 1 5 1 1 2 1 1

４年度 8 4 1 5 1 1 2 1 1 2 2

3年度 8 4 1 5 1 1 2 1 1

2年度 8 4 1 5 1 1 2 1 1

 

（２）死亡獣畜取扱場利用状況

許

可

廃

止

大館市

鹿角市

埋 却

焼 却

埋 却

   ２　　年　　度 5,551 5,551

そ

の

他

小

計

製

　
　
　
造

貯

蔵

小

計

   ４　　年　　度 4,330 4,330

   ３　　年　　度 5,807 5,807

49 49

   ５　　年　　度 1 1,898 1,899

小坂町 埋 却

埋 却

計 焼 却 49 49

計

焼 却 49 49

４　死亡獣畜処理関係

　施 　　　　　設　　　　　　数　　　 行 　　政

   死亡獣畜取扱場 化　　　　製　　　　場 法第8条準用施設 処 分 等

     区　    　  分  牛 馬 豚 めん羊 山羊 合計

合

計

解

体

埋

却

焼

却

小

計

皮

革

製

造

油

脂

製

造

に

か

わ

製

造

肥

料

製

造

飼

料

製

造
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